
船舶事故等調査報告書 

平成２１年１１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００８横第４０号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２０年９月５日 ０１時００分ごろ 

発生場所 千葉県銚子港南東方沖 犬吠埼灯台から真方位１５４°６.１海里付近 

（概位 北緯３５°３７.０′ 東経１４０°５５.４′） 

事故等調査の経過  平成２０年１０月１日、本事故の調査を横浜地方海難審判理事所から引

き継ぎ、調査を担当する主管調査官（横浜事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

 

Ａ 貨物船 第二十一幸
こう

伸
しん

丸、４８２トン 

   １３１５０２、芙蓉海運株式会社 

Ｂ 漁船 坂田
さかた

丸、６.６トン 

   ＣＢ２－６０２４３（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 二等航海士、五級海技士（航海） 

Ｂ 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷中央外板に擦過傷 

Ｂ 船首上部を圧損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長及び二等航海士（以下「航海士Ａ」という。）ほか３人が

乗り組み、法定灯火を表示して銚子港南東方沖を航行していた。単独で航

海当直に当たっていた航海士Ａは、銚子港付近から一斉に出港する漁船群

を認め、レーダーで各船の間隔が広そうなところを探し、約０２０°の針

路及び約７ノットの速力として手動操舵で航行し、また、Ｂ船は、船長Ｂ

ほか２人が乗り組み、法定灯火を表示し、単独で航海当直に当たっていた

船長Ｂが、約１４６°の針路及び約１０ノットの速力として自動操舵で航

行していたところ、平成２０年９月５日０１時００分ごろ、銚子港南東方

沖において、Ａ船の左舷中央部とＢ船の船首とが衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ３、視程 約５海里 

海象：潮汐 上げ潮の初期、波高 １ｍ未満 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船とＢ船は、互いに進路を横切り衝突のおそ

れがある態勢で接近したものと考えられる。 

 Ａ船は、Ｂ船を左舷側に見て航行中、航海士Ａ

が適切な見張りを行わなかったため、Ｂ船の接近

に気付かなかったものと考えられる。 

 Ｂ船は、Ａ船を右舷側に見て航行中、船長Ｂが

適切な見張りを行わなかったため、Ａ船の接近に

気付かなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、銚子港南東方沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船が南東



進中、いずれも適切な見張りを行わなかったため、互いの接近に気付か

ず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




